




























四国生乳販連ニュース 第54号(15)令和４年12月28日発行

・インボイス制度における特例等
　生乳の委託販売における現行実務を勘案すると、酪農家自ら買手を見つけ、インボイスを交付するこ
とが困難であるということが生じます。
　そのような課題を解決するため、インボイス制度において、インボイスの交付義務免除の「協同組合
等特例（農協特例）」が設けられています。

●協同組合等特例（農協特例）
　農協等の組合員である酪農家が、組合等を通じ、無条件委託・共同計算方式によって生乳を委託販売
する場合、「売手」（酪農家）のインボイスの交付義務を免除し、「買手」（乳業メーカー等）は組合等が発
行する書類等の保存があれば仕入税額控除をできるようにする特例。
　なお、「無条件委託」「共同計算方式」の考え方はそれぞれ次のとおりです。
◎無条件委託
　酪農家は出荷した生乳について、売価、出荷時期、販売先等の条件を付さずに、その販売を農協等に
委託すること。
◎共同計算方式
　一定期間に農協等が販売した生乳の平均価格によって精算する方式です。（全体の販売代金につい
て、農協等が手数料を控除したうえで、生産者全体で分け合うこと）

　一方で特定生産者から特定乳業メーカーへ出荷される生乳（プレミアム生乳等）については協同組
合等特例（農協特例）の対象外となり、対象の酪農家は「登録番号」取得の検討が必要です。

・「協同組合等特例（農協特例）」における「乳代精算書」等の対応
　適格請求書保存方式の実施後において、基本的に酪農家は「乳代精算書」等の書類に記載された内
容に基づき、区分経理等を行う必要が生じます。
　このため、本会の発行する乳代精算書の様式も、これに対応できるよう令和5年4月分より様式を一
部変更いたします。

　以上、適格請求書保存方式（インボイス制度）について、概略を記載させていただ
きましたが、詳細は所属組合等や最寄りの税務署にお問い合わせいただくか、国税庁
のホームページをご確認ください。




